
介護老人保健施設フジタ  

（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所） 

運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人フジタが開設する介護老人保健施設フジタ（以下｢事業所｣と

いう）が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビ

リテーション事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するため

に人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態（指定介護予防通

所リハビリテーションにあっては要支援状態）にある高齢者に対し、適

正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンを提供することを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、職員は、要介護者

等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。 

２  指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、職員は、要

支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよ

う、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことによ

り、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維

持又は向上を目指すものとする。 

  ３ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括センター居宅介護支

援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスなどとの綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（施設の名称） 

第３条 事業をおこなう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 介護老人保健施設フジタ 

（２）所在地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字尾崎山４３番地６４０ 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、職員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

  （１）管理者  １名（医師、常勤職員） 

     管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

  （２）職員職員は次の通りとし、サービスの提供に当たる。 

(常勤換算の人数とする) 

ア 医師     １名以上 



イ 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士 ３名以上 

ウ 看護職員   ２名以上 

エ 介護職員 １１名以上 

    職員は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供にあたる。 

       

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

  （１）営業日 月曜から土曜までとする。ただし、１２月３０日から１月

３日までは除く。 

  （２）営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

  （３）サービス提供時間  

１単位目 午前１０時００分から午後４時１０分までとする。 

２単位目 午前９時３０分から午前１１時４０分までとする。 

３単位目 午後１時１０分から午後３時２０分までとする。 

（事業の利用定員） 

第６条 指定通所リハビリテーションの利用定員は次のとおりとする。 

   １単位目５０名 ２単位目１６名 ３単位目１６名 

 

（事業の内容及び利用料） 

第７条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの内容は次のとおりとする。また、その事業を提供した場合の利用料

の額は、介護報酬の告示上の額とし、保険給付の自己負担額を別に定め

る料金表により支払いを受ける。 

   １単位目 

  （１）機能訓練 

  （２）入浴 

  （３）食事の提供 

（４）健康チェック 

  （５）送迎 

   ２単位目および３単位目 

  （１）機能訓練 

（２）健康チェック 

  （３）送迎 

 

  ２ １単位目 食費は、昼食として６７０円を徴収する。 

  ３ １単位目 日常生活において通常必要となる日用品費として日額１４

５円、教養娯楽費として日額１１０円を徴収する。 



    ２単位目および３単位目 日常生活において通常必要となる日用品費

として日額１０２円を徴収する。 

  ４ 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し

て事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名

捺印）を受けることとする。なお、やむをえない事情などにより当該内

容及び費用の変更がある場合には、予め利用者又はその家族に対し説明

を行い、利用者の同意を得ることとする。 

（通常の送迎の実施地域） 

第８条 通常の送迎の実施地域は、緑区全域、豊明市全域。 

 (サービスの利用に当たっての留意事項) 

第９条 職員は利用者に対して職員の指示に従ってサービス提供を受けてもら

うよう説明する。 

  ２ 職員は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう説明する。 

（１）気分が悪くなったときは速やかに申し出ること。 

（２）共有の施設・設備は他の迷惑にならないように利用すること。 

（３）事業所の送迎サービス時間に間に合わない場合、送迎サービスが受

けられないことがあること。 

（非常災害対策） 

第１０条 事業所は防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災

計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出訓練を行う。 

（個人情報の保護） 

第１１条 事業所は職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後に

おいても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族

の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、職員が本

規定に反した場合は違約金を求めるものとする。 

２ 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を、サービス担

当者会議の開催又は介護支援専門員や病院・他施設との連携を図るなど、

正当な理由がある場合のみに限定してその情報を用いる。 

（その他運営についての留意事項） 

第１２条 事業所は職員の質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設け

る。 

（１）採用時研修 採用後１か月以内 

（２）継続研修  月１回 

  ２ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人理事会で

協議する。 

   

附 則 

この規程は、平成１９年６月１日から施行する。 



この規定は、平成２１年１１月１日から一部改訂する。                 

この規定は、平成２２年３月１日から一部改訂する。 

この規定は、平成２６年６月１日から一部改訂する。 

この規定は、平成２７年６月１日から一部改定する。 

この規定は、平成２８年７月１日から一部改定する。 

この規定は、平成２９年４月１日から一部改定する。 

この規定は、平成３０年４月１日から一部改定する。 

この規定は、平成３０年５月１２日から一部改定する。 

この規定は、令和１年７月１日から一部改定する。 

この規定は、令和１年１０月１日から一部改定する。 

この規定は、令和３年７月１日から一部改定する。 

この規定は、令和６年６月１日から一部改訂する。 


